
１　財政分析編

（１）歳入・歳出（フロー）に関するポイント

○　歳入では、税収の８０％以上を個人住民税と固定資産税が占め、比較的安定した

　構造となっています。しかし、個人住民税には個人所得の動向に左右されるという

　一面があるため、税収の安定には、産業の振興や雇用の安定が求められます。

　　一方、府内の市町村毎の税収の状況を見ると、税源が偏在しており、京都市周辺

　部とそれ以外の地域で大きな差が見られます。　

○　地方交付税は、この税源の偏在をカバーし、どの地域でも最低限必要な行政サー

　ビスの水準を確保する役割を担っています。

　　交付税総額の確保は、その財源となる法定５税（所得税、法人税、酒税、消費税、

　地方法人税）だけで賄えない状況が続いています。そのため、国においては赤字国

　債、地方においては臨時財政対策債の発行が続けられ、後年度への負担の先送りが

　　なされてきましたが、このうち、臨時財政対策債は直近の税収の増加等を受けて縮

　小傾向にあります。

　　しかし、今後の交付税総額の動向は不透明な状況にあります。人口減少が進む中

　で、税源を確保・涵養することが課題となっています。

○　歳出については、社会保障関係経費（扶助費及び社会保障関係繰出金の合計額）

　が１０年前と比べて１．３９倍、人件費は１．２６倍となっており、人件費や公債

　費を削減して財源を捻出する手法にも、限界がきている状態となっています。今後

　さらなる少子高齢化社会を見据えれば、社会保障の充実・安定化は必要不可欠であ

　り、さらなる財源を確保することが課題となっています。

　

　動向を注視する必要があります。

　１－１　決算の状況及び課題

○　令和６年度決算は、歳入においては定額減税減収補填特例交付金等の地方特例交

　付金及び地方交付税が増、歳出においては社会保障関係経費及び人件費が増加し、

　歳入歳出ともに令和５年度に比べ増加しました。

　　実質単年度収支は府全体として赤字となりました。人件費等の増により財政調整

　基金の取崩を行った団体等において収支が悪化しています。

　　地方財政計画においては、現在のところ、一般財源総額の水準は維持されている

　ものの、社会保障関係経費や人件費等の増加が見込まれる中、こども・子育て施策

　等の重要課題に対応しつつ、経済・物価動向等に配慮しながら、行政サービスを安

　定的に提供する必要があり、厳しい財政状況が続くことが予想されるため、今後の
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（２）決算収支

○　令和６年度の実質単年度収支については、府全体として平成３０年度以来の赤字となり

　ました。人件費等の増により財政調整基金の取崩を行った団体等において収支が悪化し、

　１５団体が赤字となりました。

資料１　実質単年度収支の推移（市町村計）

　　※　平成３０年度については、城陽市において財政調整基金を大幅に取崩し(６１億９０百万円）、特定目的基金への積替えを

　　　　行ったため、実質単年度収支が 大幅な赤字となっています。

　　※　令和３年度については、普通交付税が国税の増額補正等に伴う追加交付により大幅に増加したため、実質単年度収支は大

　　　　幅な黒字となっています。

（３）歳入の状況

○　令和６年度は定額減税減収補填特例交付金等の地方特例交付金の増加や、令和５年度に

　引き続き普通交付税の国補正予算に伴う追加交付があったこと等により、過去最高額で

　あった令和２年度に次ぐ大きさの歳入規模となっています。

資料２－１　歳入の推移（市町村計）
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○　税収は、平成２９年度以降景気の回復基調に伴い全体として増加傾向にあり

　ましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による景気後退によって、令和２年

　度は減少となりました。令和３年度以降は企業業績の回復により市町村民税（法

　人税割）が増加する等、全体としても再び増加傾向となっています。令和６年度

　は定額減税の影響で市町村民税（所得割）が減少し税収減となりましたが、定額

　減税減収補填特例交付金を合算すると、実質的な税収は前年度から増加しています。

　　また、徴収率は各市町村の努力に加え、京都地方税機構が本格的な徴収業務を

  開始した平成２２年度以降増加傾向にあります。令和２年度は新型コロナウイル 

  ス感染症に伴う徴収猶予の特例措置により一時的に減少しましたが、令和３年度

　以降の徴収率は再び増加しています。

資料２－２　地方税と徴収率の推移

○　令和６年度地方交付税は、令和５年度に引き続き普通交付税が国補正予算に伴

　う追加交付等によって増加しました。

　　景気の回復による国・地方の税収増により、臨時財政対策債（後年度に全額交

　付税に算入）は減少しましたが、実質的な交付税の総額（※）は増加しています。

資料２－３　実質的な地方交付税額（臨時財政対策債含む）の推移

　　　（※）地方交付税＋臨時財政対策債
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資料２－４　人口１人当たり地方交付税

○　人口１人当たり地方税は、自治体間で最大３．９３倍の開きがあり、税源が

　偏在している状況が続いています。

資料２－５　人口１人当たり地方税
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○　人口１人当たり個人住民税は、域内の経済活動や所得と密接な関連が見られ、
　地域の経済力は人口減少や高齢化にも影響を受けます。このため、市町村が社
　会構造の変化に対応していくことが求められます。

資料２－６　人口１人当たり個人住民税

○　人口１人当たり法人住民税は、自治体間で偏在が大きく、最大１１.０１倍も
　の開きがあります。立地企業の業種や資本取引等にも大きく左右されることか
　ら、経年の推移を分析する必要があります。

資料２－７　人口１人当たり法人住民税
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○　人口１人当たり固定資産税は、企業分も含むため、工場や発電所などが多く所在
　する団体で高くなる傾向があります。

資料２－８　人口１人当たり固定資産税

○　市町村税の徴収率は、京都地方税機構の取組もあり、全体として増加傾向にあり

　ますが、大口滞納者の存在や不納欠損処分の遅れなどを要因として、小規模団体に

　おいて徴収率が低い傾向にあり、引き続き滞納整理の強化への取組が必要です。

資料２－９　徴収率（現年課税分＋滞納繰越分）
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○　各市町村の税目別構成比を見ると、全ての府内の市町村において市町村民税所得
　割・市町村民税法人税割・固定資産税の３税目で税収の８割を超えています。
　　工場や企業が立地する地域は法人税割の構成比が高い傾向があります。
　
資料２－１０　各市町村税目別構成比

○　固定資産税と市町村民税所得割の構成比の分布を見ると、ベッドタウン等住民が
　多く居住している地域は所得割が大きいため右下に、人口に比して工場等が多く立
　地している地域は固定資産税が大きいため左上に集まっています。

資料２－１１　固定資産税と市町村民税所得割の構成比の分布図
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資料２－１２　市町村税の主な税率
(令和７年４月１日現在)

区　　分

京 都 市 （注１） 8.2
（注１）法人税割6.0%(資本金等の額が
3億円以下で、かつ、法人税額年
1,600万円以下の法人)

福 知 山 市 8.4

舞 鶴 市 8.4

綾 部 市 8.4

宇 治 市 8.4

宮 津 市 8.4

亀 岡 市 8.4

城 陽 市 8.4

向 日 市 （注２） 8.4
（注２）法人税割6.0％(資本金等の額
が1億円以下の法人)

長 岡 京 市 （注３） 8.4
（注３）法人税割6.0％(資本金等の額
が1億円以下の法人)

八 幡 市 （注４） 8.4
（注４）法人税割6.9％(資本金等の額
が5億円未満の法人)

京 田 辺 市 8.4

京 丹 後 市 8.4

南 丹 市 8.4

木 津 川 市 8.4

大 山 崎 町 （注５） 8.4
（注５）法人税割6.0％(資本金等の額
が1億円以下の法人)

久 御 山 町 8.4

井 手 町 8.4

宇 治 田 原 町 8.4

笠 置 町 8.4

和 束 町 8.4

精 華 町 8.4

南 山 城 村 8.4

京 丹 波 町 8.4

伊 根 町 8.4

与 謝 野 町 8.4

標準税率 － 3 6.0% 0 1.4% 18 0.10% 5

1.2倍 23 8.0% 0 1.5% 7 0.15% 1

8.2% 0 1.6% 1 0.20% 1

8.4% 21 0.22% 1

0.25% 6

不均一 5 0.28% 1

制限税率0.30% 2

合計 26 26 26 17

※個人住民税は、全団体一律（均等割3,500円、所得割6％（※京都市は所得割8％））
※軽自動車税は、全団体一律（標準税率）

超過税率

法人税割・合併特例による
不均一課税等の状況

○ ○ 0.30

 ○は標準税
率（6.0％）

(倍)  (％)  (％)  (％)

1.2 1.5 0.10

市　町　村　民　税 固定資産税 都市計画税

法人均等割 法人税割

1.2

 ○は標準税
率（1.4％）

  制限税率（0.3％）
○は標準税率

1.2

1.2 1.5 0.10

1.2 ○ 0.25

1.6 －

1.5 0.10

1.2 1.5 0.10

1.2 ○ 0.30

1.2 ○ 0.25

1.2 ○ 0.25

1.2 ○ 0.25

○ 1.5 0.20

1.2 ○ 0.15

1.2 ○ 0.28

1.2 ○ －

1.2 ○ 0.25

1.2 ○ －

1.2 ○ 0.10

1.2 ○ 0.22

1.2 ○ 0.25

1.2 ○ －

1.2 ○ －

1.2 1.5 －

1.2 ○ －

都市計画税には制限税率があり、標
準税率はありません。

○ 1.5 －

1.2 ○ －

８



○　財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財

　政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値です。不交付団体の久御山町や都
　市部で高い数値となっている一方で、過疎地域等の税収が少ない地域は、財政力指

　数は低くなっており、税収が少ない分、相対的に収入に占める普通交付税額の割合

　が高くなっています。

　

資料２－１３　財政力指数の推移（京都市を除く府内市町村平均）

資料２－１４　市町村財政力指数
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（４）歳出の状況

○　令和６年度は、低所得世帯給付金等の増加による扶助費の増や、人事院勧告や

　会計年度任用職員の勤勉手当創設に伴う人件費の増、物価高騰で委託料が増加し

　たことによる物件費の増等があったことから、過去最高額であった令和２年度に

　次ぐ２番目の歳出規模となっています。
　

資料３－１　歳出規模の推移

資料３－２　令和２・５・６年度と平成１１年度の歳出決算額の比較

　○　直近１０年間を除けば
　　過去最大規模であった平
　　成１１年度と比較すると
　　その内訳は大きく変化し
　　ています。

　○　普通建設事業費は大き
　　く減少してきていますが、
　　扶助費、補助等、物件費

　　は増加傾向にあります。

　○　令和６年度は、低所得
　　世帯給付金等の増加により
　　扶助費が増加した一方、
　　庁舎、小学校等に係る大
　　型建設改良事業の進捗に
　　より普通建設事業が減少
　　しました。

※　表示単位未満四捨五入のため、グラフ内で合致しない場合がある。

人件費 1,026 人件費 943 人件費 977 人件費 1,059

物件費 513 物件費 664 物件費 722
物件費 750

維補費 38 
維補費 40

維補費 43
維補費 46

扶助費 444 

扶助費 1,064
扶助費 1,286

扶助費 1,382

補助等 450 

補助等 1,823

補助等 685

補助等 703

公債費526 

公債費（臨財除き）
333

公債費（臨財除き）
340

公債費（臨財除き）
340

公債費（臨財） 0 

公債費（臨財） 189

公債費（臨財） 187

公債費（臨財） 180

繰出金 305 

繰出金 457

繰出金 476

繰出金 470

普建費 1,175 

普建費 616

普建費 719
普建費 670

その他 311 

その他 234

その他 285
その他 301

0
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1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500
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H11 R2 R5 R6

億円

歳出過去

最大年度

4,788

6,364

482,988 476,475
497,800 485,283 494,085

636,449

560,774 564,951 571,987 589,945

309,106 298,965 302,729 306,204 306,225 310,278
332,614 327,259 329,372 339,185

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

百万円

年度
歳出合計額 実質的な一般財源

5,899
5,720
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○　施設別の物件費でみると、ごみ処理施設や、し尿処理施設といった衛生部門の物

　件費の負担が大きくなっています。

　　他にも、公会堂・市民会館・公民館といった公共施設や庁舎等、保育所等が大き

　くなっており、施設の統廃合や民営化等も見据えた公共施設の適正管理が重要な財

　政課題となっています。

資料３－３　施設別の物件費（京都市を除く府内市町村計）（単位：百万円）

　※施設に係る物件費であり、物件費総額とは一致しません。

○　一部事務組合の市町村負担金については、補助費等に分類されています。

　　公債費見合いの負担金の多くを、ごみ処理・し尿処理関係の一部事務組合への負

　担金が占めており、近年は減少傾向だったものの、ごみ処理施設の更新事業に係る
　償還が開始されたことにより令和２年度から大きく上昇し、以降も高い水準で推移

　しています。

　　また、物件費見合いの負担金が継続的に上昇しているのは、事務の委託化が一定

　程度進んでいることによるものと考えられます。令和６年度については、物価高騰

　による委託料等の増加も、負担金増大の大きな要因となっています。

　　近年は、ごみ処理場やし尿施設の新設等により投資的経費が急激に増加していま

　したが、施設の完成により令和２年度以降は比較的低位での推移となっています。

資料３－４　一部事務組合負担金の推移について

2,772
25.5%

1,740
16.0%

2,148
19.8%

658
6.1%

1,373
12.6%

886
8.2%

476
4.4%

143
1.3%

294
2.7%

376
3.5%

ごみ処理施設

公会堂・市民会館・公民館

庁舎等

保育所

公園

し尿処理施設

図書館

幼稚園

老人福祉施設等

その他

総額

10,866
百万円

6,208 6,276 6,306 6,278 6,093 6,108 6,124 5,898 6,010
6,389

3,817 3,754 3,737 3,890 3,943
4,492 4,277 4,678 4,789

5,2541,103 1,099 1,158 1,130 1,099
1,102 1,177 1,208 1,192

1,181
1,309 1,128 1,037 1,190 1,243

1,545 1,437 1,349 1,449

1,436

507 501 424 464 479

402 405 382 381

460

1,535 1,891

2,769
2,065

4,784

2,211

1,392 1,576 1,706 1,910

12,943 12,758 12,663 12,954 12,857

13,649 13,420 13,514
13,821

14,719

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

百万円

年度
人件費 物件費 補助費等 公債費 その他 投資的経費
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○　義務的経費は扶助費及び社会保障関係繰出金の増加が著しくなっています（平成

　２６年度 → 令和６年度　１．３５倍）。

　　扶助費は、高齢化の進展等に伴い大きく上昇を続けています。令和６年度におい

　ては、低所得世帯給付金等の増加により大幅に増加しています。

　　また、会計年度任用職員制度の施行（令和２年度）に伴う経費の区分変更（物件

　費→人件費）や、給与の増額改定等により人件費が大きく増加しています。

　　なお、公債費については、近年横ばいとなっていますが、元金償還は増加傾向に

　あり、利率の上昇による公債費負担の増加に留意が必要です。

　
資料３－５　義務的経費の推移

資料３－６　公債費の推移

85,425 83,770 84,862 85,631 84,403 94,345 95,902 96,621 97,701 105,888 

51,051 51,838 53,596 51,071 52,035 
52,206 53,648 52,724 52,689 

51,972 

98,359 101,939 103,393 101,329 105,302
106,433

134,739 120,755 128,588
138,165

38,371 38,528 39,254 39,385 41,330 
42,802 

43,106 
44,062 

45,316 
46,850 

273,205
276,076 281,105 277,417 283,070

295,787

327,396 314,162 324,293

342,875

0
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（５）財政構造の弾力性

○　財政の弾力性を表す「経常収支比率」は、令和６年度は人件費や扶助費の増加に

　より分子が増加したため、前年度と比較して悪化しました。

　　令和３年度など近年の比率の改善は、地方消費税交付金・地方交付税の増額等に

　より経常一般財源が拡大したという要素が大きく、経常的支出に充てる一般財源の

　額（分子）はむしろ増加し続けていることに注意が必要です。

資料４－１　経常収支比率の推移

○　経常収支比率の構成割合を見ると、補助費等や人件費の寄与率が着実に増加（補

　助費等：平成２７年度１２．４％ → 令和６年度１５．８％、人件費：平成２７年

　度２６．１％ → 令和６年度２９．０％）しており、直近数年における経常収支比

　率全体の上昇にもつながっています。

資料４－２　経常収支比率の構成割合
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資料４－３　市町村別経常収支比率

（６）地方債現在高及び基金残高（ストック）

○　地方債残高は、近年、水道及び下水道事業等の公営企業債や、普通会計の臨時

　財政対策債の償還が進んだことにより、全体として減少傾向となっています。

　

○　過去の公共投資が地方債残高に反映される結果となっていますが、地方債の償

　還が終わった施設については、施設更新の検討が必要になる場合があります。公

　債費負担を抑制する一方で、こうした施設の更新に対応していくことが課題にな

　ってきています。

資料５－１　地方債残高の推移（公営事業、公営企業、一部事務組合を含めた全会計）
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○　令和６年度は、庁舎や学校関係施設の整備事業実施に伴い、建設地方債の新規

　発行額が増加したことから、臨時財政対策債を除いた地方債残高は増加しました。

　　一方、臨時財政対策債残高は発行可能額が大幅に減少するとともに、既発行

　分の償還が進んだことから、普通会計の地方債残高全体としては令和５年度に

　引き続き減少しました。

○　なお、人口１人当たりの地方債残高が多くても、「実質公債費比率」や「将来

　負担比率」が低くなっている場合があります。これは、比率の算定に当たって、

　臨時財政対策債や過疎対策事業債等の交付税算入のある地方債や、充当可能な基

　金等が控除されることが一因となっています。

資料５－２　地方債残高の推移（普通会計）

資料５－３　人口１人当たり地方債残高（普通会計（一部事務組合分を除く））
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○　基金については、リーマンショックを契機として、経済危機や人口減少など

　不測の事態や、公共施設の老朽化対策に備えて、各団体において積立てている

　ところです。

　　令和６年度は、人件費等の増による財源不足への対応として取崩がなされ、

　財政調整基金が減少し、一方で、減債基金は地方債の計画的な償還のために積

　立を行った団体が多く増加しました。

　　一方、その他特定目的基金については、大型公共事業の実施や地方債の償還

　のために取崩を行った団体があったため、減少しました。

資料５－４　基金残高の推移

資料５－５　　人口１人当たり基金残高
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（１）実質赤字比率及び連結実質赤字比率

○　平成２０年４月に施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基

　づき令和６年度決算で算出された健全化判断比率のうち、府内市町村で「実質赤字

　比率」及び「連結実質赤字比率」で早期健全化基準以上の団体はありませんでした。

（２）実質公債費比率

○　一部事務組合や公営企業の償還等も含めた地方債の返還額及びこれに準ずる額の

　規模を指標化し、借金返済の重さを表す「実質公債費比率」についても、早期健全

　化基準（２５．０％）以上の団体はありませんでした。

　　実質公債費比率が１８．０％以上になると、地方債の発行に知事の許可を要する

　「許可団体」となるため、比率が高止まりしている団体は注意が必要です。

資料６－１　実質公債費比率の推移

資料６－２　市町村別実質公債費比率

　１－２　健全化判断比率の状況
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（３）将来負担比率

○　一部事務組合や公営企業も含めた地方債の残高や、将来支払っていく可能性のあ

　る負担等の額を指標化し、将来の財政圧迫の程度を示す「将来負担比率」について

　も、早期健全化基準（３５０．０％、政令指定都市は４００．０％）以上の団体は

　ありませんでした。

　　

資料６－３　将来負担比率の推移

資料６－４　市町村別将来負担比率
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（１）地方公営企業の経営状況

○　本来独立採算で行うべき地方公営企業は、各事業の特性によって経営状況に違い

　がみられます。

　　特に下水道、簡易水道については基準外繰入によって収支均衡・資金不足解消を

　図る傾向が強く、経営改革が必要となっています。

　　また、病院事業については、新型コロナウイルス感染症への対応のための補助金

　の減少による収益の減少や、給与費や材料費、委託料等の総費用の増加の影響で

　経営状況が悪化しています。

資料７－１　公営企業の経営状況（資金不足の状況（解消可能資金不足額控除前））

資料７－２　地方公共団体財政健全化法に基づく資金不足比率の状況（％）

　１－３　地方公営企業及び第三セクターの状況

※財政健全化法における資金不足比率の算定にあたっては、解消可能額等を控除するため、資金不足額が指標に直接反映しません。
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※流動資産（繰越支出への財源充当額を除く）が流動負債（建設改良費等に充当する企業債、長期借入等を除く）を上回る場合は剰余

金額、下回る場合は資金不足額（公営企業決算統計上の不良債務）となります。

02 03 04 05 06

亀岡市 - - - 0.4（病院） 12.2（病院）

京丹後市 8.6（病院） 2.2（病院） - 0.7（病院） 7.7（病院）
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○　上水道事業は、普通会計からの基準外繰入を行わなくても剰余金が生じている事業
　が多く、比較的健全な経営状況にあります。

　　しかしながら、人口減少や節水型社会への移行により、今後厳しい経営が予想され

　ることから注意が必要です。

資料７－３　上水道事業の経営状況

　　※剰余金額は流動資産（繰越支出への財源充当額を除く）と流動負債（建設改良費等に充当する企業債、

　　　長期借入等を除く）の差額です。流動負債が上回る場合は公営企業決算統計上の不良債務となります。

○　簡易水道事業は、普通会計からの基準外繰入を行って、実質収支を黒字化又は収

　支均衡を図っている事業が一定数あり、厳しい経営状況となっています。

資料７－４　簡易水道事業の経営状況

　　※実質黒字額は「形式収支」から「翌年度に繰越すべき財源」を控除したものです。
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○　下水道事業は、大半が普通会計等からの基準外繰入がなければ資金不足が生ずる

　状況となっており、抜本的な経営改善が求められます。

資料７－５　下水道事業の経営状況（解消可能資金不足額控除前）

※公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業の合計

※統計上、基準外繰入には他会計繰入金のほか、他会計出資金、他会計補助金、他会計借入金が含まれます。

○　病院事業は、給与費や材料費、委託料といった費用の増加により、資金不足団体

　が発生するなど経営状況は厳しさを増しています。各病院とも、人口減少や医師不

　足、新興感染症への対応等の諸課題を踏まえた新たな経営強化プランを策定し、さ
　らなる経営強化を図っています。

資料７－６　病院事業の経営状況
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○　建設投資が多額である下水道事業の企業債残高が多い団体において、１人当たりの残

　高も多い状況にあります。流域下水道に接続している地域や府営水道の供給を受けてい

　る地域においては、人口１人当たりの企業債残高は抑制される傾向にあります。

資料７－７　人口１人当たり企業債残高（全公営企業会計／一部事務組合分を除く）

○　公営企業の料金は、各市町村の地域的特性や経営状況等に応じて設定されています。

　料金収入により経営する独立採算制を原則とする公営企業において、一般会計繰入金に

　過度に依存した経営を行っている場合は、適正な料金設定への見直し等が求められます。

資料７－８　水道料金（20立方m／月使用した場合の料金）

※笠置町、和束町、京丹波町、南山城村、伊根町は１３㎜口径、その他は２０㎜口径の料金です。
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府内平均（京都市除き）

府内平均 3,487円（単純平均）
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資料７－９　下水道料金（20立方m／月使用した場合の料金）

資料７－１０　水道・下水道料金合計（20立方m／月使用した場合の料金）

※　水道料金は、上水道事業を実施している市町村は上水道料金を、それ以外は簡易水道料金を算出。

　　下水道料金は、和束町及び京丹波町については特定環境保全公共下水道、伊根町については漁業集落排水、

　ほかは公共下水道で算出しています。

　　なお、笠置町、南山城村は公営企業として下水道事業を実施していないため、水道料金のみの金額です。
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（２）第三セクターの経営状況

○　第三セクターは事業によって経営状況に違いがみられ、不良債務が生じたり多額

　の補助で収支均衡を図ったりするなど、経営改革が必要となっている法人もありま

　す。
資料８－１　第三セクターの経営状況

※資料：令和７年度第三セクター等の状況に関する調査（調査時点：令和7年3月31日）

※報告地方公共団体の単位で集計

※土地開発公社及び指定管理者収入代行方式の病院事業は除きます。

※数値を入力していない市町村は、対象となる法人がありません。

○　第三セクターのうち土地開発公社については、多額の長期保有土地を抱えて
　いる法人もあり、解散も視野に入れた早期の見直しが必要となっています。

債務保証等

簿価総額

うち5年以上

保有

うち5年未満

保有

0 0 0

678 440 238

0 0 0

0 0 0

0 0 0

150 150 0

367 225 142

1,195 815 380

※資料：令和６年度土地開発公社事業実績調査

学研都市京都土地開発公社 京田辺市、木津川市、精華町 0.5%

合計 0.4%

城南土地開発公社

城陽市、八幡市、久御山町、

井手町、宇治田原町、

笠置町、和束町、南山城村

0.0%

宮津市土地開発公社 宮津市 2.2%

亀岡市都市開発公社 亀岡市 0.0%

乙訓土地開発公社
向日市、長岡京市、

大山崎町、乙訓環境衛生組合
0.0%

舞鶴市都市開発公社 舞鶴市 0.0%

宇治市土地開発公社 宇治市 1.1%

公社名 出資（設立）団体
5年以上保有額/

標準財政規模

0
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0
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0

67,622

0
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剰余金額 不良債務額 市町村からの補助金額

丹後 中丹 南丹 山 城

資料８－２ 土地開発公社の経営状況

24


